
徳
島
県
規
則
第
二
十
六
号

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
三
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
機
械
器
具
使
用
料
の
項
第
三
十
五
号
中
「
二
、
三
五
〇
円
」
を
「
三
、
五
八
〇
円
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

二
百
六
十
五

金
属
三
次
元
プ
リ
ン
タ
（
造
形
装
置
）

一
台
一
時
間

一
、
四
九
〇
円

二
百
六
十
六

金
属
三
次
元
プ
リ
ン
タ
（
脱
脂
装
置
）

一
台
一
時
間

七
七
〇
円

二
百
六
十
七

金
属
三
次
元
プ
リ
ン
タ
（
焼
結
装
置
）

一
台
一
時
間

一
、
二
一
〇
円

二
百
六
十
八

手
動
射
出
成
形
機

一
台
一
時
間

一
七
〇
円

二
百
六
十
九

ひ
ず
み
測
定
装
置

一
台
一
時
間

一
七
〇
円

二
百
七
十

超
音
波
カ
メ
ラ

一
台
一
時
間

八
三
〇
円

別
表
試
験
手
数
料
の
項
第
三
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18

19

17

ひ
ず
み
の
測
定

一
件

八
、
五
三
〇
円

18

別
表
試
験
手
数
料
の
項
第
九
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

13

11

ひ
ず
み
の
測
定

一
件

八
、
五
三
〇
円

12

別
表
試
験
手
数
料
の
項
第
十
一
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

27

28

26

超
音
波
カ
メ
ラ
を
使
用
し
て
行
う
観
察

一
件

二
、
七
〇
〇
円

27

別
表
分
析
手
数
料
の
項
第
八
号
８
中
「
二
九
、
二
九
〇
円
」
を
「
三
五
、
六
四
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
申
請
等
が
な
さ
れ
て
い
る
機
械
器
具
の
利
用
又
は
分
析
に
係
る
使
用
料

又
は
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


